
１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

市の方針であり、区民会議設置に関わる基本方針による事業であるため。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

地域特性を生かした独自事業のため判断不可能。

有効性

根拠

　市民である委員が、自分たちが住む地域の課題や問題等を討議し、市に
提言することで、市政に反映させることができるため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

浦和区まちづくり推進事業

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男

コード 03805001 － 001
区民会議運営

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

浦和区区民会議の事務局として、会議の準備、資料作成、会議録の作成及び活動報告書の作成や区民会議に関する広報活動支
援、市政への提言に伴う関係部局との連絡調整等、区民会議に係わる業務の円滑な推進を図るための事務を行う。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
全区統一事業である。
市の市民活動推進委員会専門部会のあり方検討の答申等の結果を受け、今後の方針に向けて円滑な推進を図る。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

区政への政策提言において、浦和区の健全な発展に寄与しているため。

左記として判断した根拠

区民と行政の協働による事業であることから市が実施すべきもの。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

区の集団広聴機能としての役割を果たせる唯一の事業である。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　平成15　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（平成21年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

類似事業である「区政方針」策定業務を廃止しており、区の施策・業務計画
に関する広報として、他に類似するものはない。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容
区の取組を区民に広報する事業は、「開かれた区政運営」を進める上で、今後も継続していく必要がある。ただし、区の独自性をいかし
たものとするため、そのあり方を含め、内容、構成などを検討していく。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

必要最低限の経費で実施しており、費用対効果を満たしている。

左記として判断した根拠

「区長マニフェスト」という名称で公表する区の施策・業務計画に関する広報
であり、民間委託を検討する対象ではない。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

年度当初に「区長マニフェスト」を策定。区内公共施設等における配布及びHP掲載等により公表。
年度末に区民アンケートを実施。（翌年度に区長による自己評価と合わせて、評価書を作成、HP等で公表）

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

浦和区まちづくり推進事業

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男

コード 03805001 － 002
区長マニフェスト策定

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

区の施策・業務計画に関する広報であり、区のまちづくりについて区民（市
民）が情報を得るうえで、重要な手段である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

区の施策・業務計画に関する広報であり、実施主体は市である。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

区長の「マニフェスト」を策定・公表している指定都市はない。（全国レベルで
も大阪市のみと思われる）
ただし、「年間事業計画等の公表」という内容は突出したものではない。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

見直し内容
より多くの区民が地域コミュニティ醸成のための活動に積極的に取り組めるよう、該当団体に対し、今後も行政として自立支援を継続し
ていく。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

認定団体の自立支援をしていくため。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03805001 － 003

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

・浦和区コミュニティ会議認定要綱
・浦和区魅力あるまちづくり推進事業補助金交付要綱

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

浦和区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

浦和区魅力あるまちづくり推進事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　平成15　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

コミュニティの活性化と魅力あるまちづくりを推進に向けた活動を、区民自ら
が設立し、自らスキルアップしていくという機運の醸成を図ることができるた
め。

左記として判断した根拠

地域コミュニティ活性化のため、市が実施すべき。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

地域コミュニティ活動団体の自立支援、スキルアップに寄与しているため。

左記として判断した根拠

地域コミュニティの活性化を図るためのものであり、行政が市民に協力・支
援する責任として市が実施すべきである。

　事務改善

地域特性を生かした独自事業のため判断不可能。

地域コミュニティの活性化と区民が愛着を持てる魅力あるまちづくりを推進し、区民が主体となり、自らが活動テーマを実現するため
に、区民が自主的に設立した団体への補助金で、団体の認定及び補助金交付決定を区長が行っているもの。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

市民の目線で区内の歴史等を研究しながら、行政サイドからのあらゆる情報
提供のほか、支援することが必要であるため。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

地域特性を生かした独自事業のため判断不可能。

有効性

根拠

文教都市浦和にふさわしい景観形成の一環として、市民の目線で、浦和区
の多様な魅力を市内外に広くPRすることができる取組であるため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

浦和区文化の小径づくり推進事業補助金交付要綱

根拠法令

実施方法

妥当性

浦和区まちづくり推進事業

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男

コード 03805001 － 004
浦和区文化の小径づくり推進事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

区の歴史を伝え、文教都市としてのイメージを高めるとともに、浦和区らしさを感じながら、だれもが散策を楽しみ、地域の再発見や
健康づくりに役立つことを目的として、実行委員会等の団体が行うもてなしの心にあふれた文化の小径づくりを推進する事業に対し
補助金を交付するもの。現在までに７コースが整備されており、今後もテーマを設定した新コースを検討していく。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容 区の歴史や文化等を、市民はもとより広く市内外へも周知するため、既存コースの活用方策を検討し、継続していく。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

多くの市民に活用されているほか、小学校の地域学習の教材としても提供
している。

左記として判断した根拠

市民の目線による事業展開であり、単にＰＲするためのものではなく、検討
は市民で、印刷等はすでに委託済み。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

浦和区を歴史的観点から広く市内外へＰＲするための独自事業である。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　平成18　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

見直し内容
浦和区の特色でもあるサッカーをツールとして、”サッカーのまち浦和”を市内外へ広くＰＲするため、継続して実施する。浦和レッズと
協力したＰＲ事業を展開するなど、事業内容を検討・見直していく。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

サッカーのまちづくり事業を推進する上で、地域資源（浦和レッズ）を活用し
た区の独自事業であるため。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03805001 － 005

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

浦和区サッカーのまちづくり推進事業補助金交付要綱

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

浦和区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

浦和区サッカーのまちづくり推進事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　平成17　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

浦和区民が、浦和レッズのホームタウンとしてサッカーのまちを演出するとと
もに、チームの活躍を応援することで、サッカーのまちづくりの機運醸成を図
ることができるため。

左記として判断した根拠

浦和レッズのホームタウンとして、地域全体でサッカーのまちづくりを展開し
ているため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

地域の市民活動団体と連携しながら事業を実施しており、サッカーのまちづ
くり活性化に寄与している。

左記として判断した根拠

フラッグ作成や事業実施に伴う専門技術的なものは委託している。

　事務改善

地域特性を生かした独自事業のため判断不可能。

長い歴史と伝統に培われた埼玉サッカー発祥の地である浦和区のサッカーの普及・発展及びサッカーを核としたスポーツ文化の創
造、更には浦和区を広く市内外へＰＲし、区の魅力あるまちづくりを推進することを目的として、実行委員会等の団体が行う事業で、
区内１，２００箇所へのサッカーフラッグ掲出と浦和レッズ戦のパブリックビューイングを実施するもの。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

市が担う事業等を市民が自主的に活動しているため、その支援は市が行う
べきであるため。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

地域特性を生かした独自事業のため判断不可能。

有効性

根拠

地域コミュニティ活性化に必要であるため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

浦和区コミュニティ活性化推進事業補助金交付要綱

根拠法令

実施方法

妥当性

浦和区まちづくり推進事業

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男

コード 03805001 － 006
コミュニティ活性化推進事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

浦和区区民会議及び浦和区コミュニティ会議又はコミュニティ活動団体等が幅広く連携協力し、その活動を広く区民にＰＲするとと
もに地域コミュニティの振興を図り、区の魅力あるまちづくり推進を目的として、実行委員会等の団体が行う浦和区民を対象とした区
民フォーラム等の事業に対し補助金を交付するもの。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容 地域コミュニティ振興のため継続していくが、補助金要綱等の見直しを検討していく。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

多様な交流を活発化し、区のコミュニティ意識の醸成に寄与しているため。

左記として判断した根拠

事業に対し、単にコスト面だけで事業精査を行うのではなく、協働理念に基
づき、地域力を高めていくことが必要なため。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

区の地域資源を活用した事業であり、それぞれがその特色を活かした事業
を実施しているため。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　平成17　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

見直し内容 区民の芸術･文化活動のさらなる醸成に向けた取組として、児童･生徒の作品展に留まらず、新たな事業展開を検討する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

区民の芸術･文化活動のさらなる醸成が見込まれるため、新たな事業展開
を検討する。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03805001 － 007

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

浦和区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

区作品展業務

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　平成15　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

文化・芸術の醸成を図り、文教のまちづくりを推進することができるため。

左記として判断した根拠

区内小・中学校の協力がなくては実施ができないため、区の関与が必要。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

作品展には多くの来場者が訪れ、文教のまちをＰＲできるため。

左記として判断した根拠

コスト削減のため。

　事務改善

地域特性を生かした独自事業のため判断不可能。

区内の小学校及び中学校に在学する児童・生徒たちの作品を区役所ロビーに展示することにより、作品発表の場を提供し、芸術・
文化活動の醸成を図る。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

見直し内容
浦和区の独自事業として実施しながら、自治会等との協働事業として継続し、各自治会の美化運動を自立的に実施できるよう促進す
る。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

市で実施している春のごみゼロキャンペーンと区で実施している秋のごみゼ
ロキャンぺーンは実施時期と参加対象者は違うため。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03805001 － 008

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

浦和区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

区ごみゼロ運動業務

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　平成　１９　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

「ごみのない浦和区」を実現するため、区民清掃活動を通じ、環境美意識の
高揚をめざすため。

左記として判断した根拠

区民と身近な行政区の協働によるまちづくりのため。

5.その他（　　市民及び職員 　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

駅周辺での街頭キャンペーングッズを配布することにより、美しい街づくりへ
の意識を高められるため。

左記として判断した根拠

　事務改善

秋に区内の自治会が主体となり、地域清掃活動を実施することにより、「ごみのない美しい街づくり」への取り組みを実践する。また、
浦和駅周辺において、キャンペーンをする。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

見直し内容
区報の発行は、全区統一事業である。
今後も区民にわかりやすく、行政等の情報が発信できるよう改善を図っていく。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

区からの情報を定期的に発行しているものは他にはない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03805001 － 009

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

浦和区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

区の広報事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　平成15　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

行政の情報提供だけでなく、犯罪等の緊急情報を発信することで、地域の
防災・防犯・交通安全活動を充実させ、安心・安全なまちづくりに貢献して
いるもの。

左記として判断した根拠

区民に対し区からの情報を伝える必要があるため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

市報全市版とともに区内全戸に配布している。

左記として判断した根拠

コスト縮減のため。

　事務改善

関東指定都市において、区報、区版の発行を行っている。

毎月発行の市報に組み込まれている区報版（全５ページ分）の編集及びコミュニティ放送（エフエム浦和）を活用し、浦和区・市の行
政に関する情報の提供を行うとともに、犯罪等の緊急情報を発信する事業。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

市民サービスとして、提供する必要があるため。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

地域特性を生かした独自事業のため判断不可能。

有効性

根拠

転入者に、住んでいるまちの地理や公共施設の場所を知ってもらう必要が
あるため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

浦和区まちづくり推進事業

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男

コード 03805001 － 010
区ガイドマップ改訂版作成業務

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

主に転入者用として、平成15年度に作成した区のマップを毎年改訂し発行している。平成20年度は浦和駅東口が大きく変わったた
め、80,000部発行し、区内世帯の全戸に配布した。今年度は15,000部発行予定。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容 区の情報を入手できる手段として有効であり、今後も継続し発行していくが、紙質、発行数等の精査など、経費の節減に努めていく。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

転入手続きをした区民に配布することにより、配布経費を削減しているた
め。

左記として判断した根拠

コスト削減のため。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

広報課で発行する市の全体地図では区の詳細情報が把握しづらいため。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　浦和市　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ク

講演会の実施などにより、有効な啓発活動を展開し、安心・安全なまちづく
りに寄与している。

左記として判断した根拠

内容を検討し、一部民間委託が可能である。

　事務改善

地域特性を生かした独自事業のため判断不可能。

区内における防犯に関する情報や意見を交換し、相互の連携を強化することで、犯罪のない明るい住みよい地域社会の実現を図
ることを目的とし、防犯啓発や防犯講演会を実施する。

安心安全なまちをづくりを進めるため。

左記として判断した根拠

防犯ネットワーク協議会という組織が自治会、学校、警察などの団体で構成
されているため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　平成17　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

浦和区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

防犯のまちづくり事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03805001 － 011

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

区内の防犯ネットワーク体制は他にはないため。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容
地域の安心・安全のため、防犯ネットワーク協議会の協力を得ながら、防犯講演会やＰＲ方法の見直しを行い、効果ある事業を展開し
ていく。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

キ

平成１３年５月１日以後（　　平成22　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

区の花として制定しているものはない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容 ２２年度の単年度事業である。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

制定により、区の統一がより図れるため。

左記として判断した根拠

区が制定することに意義がある。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

区のシンボルフラワーとして、「区の花」を制定するもの。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

浦和区まちづくり推進事業

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男

コード 03805001 － 012
「区の花」制定事業

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

区のシンボルとしての花が必要なため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

区の統一イメージを作るため。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

地域特性を生かした独自事業のため判断不可能。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容 風水害等に備え、市民の安心･安全を確保するため、事業として継続する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

応急的な事業であり、経常的な修繕等との一体化は好ましくない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03805001 － 013

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

浦和区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

風水害等応急対応業務

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

災害被害に対する市（区）による応急措置は、市民の安心･安全を確保する
ために不可欠である。

左記として判断した根拠

災害被害への対応を市民生活に密着したサービスとして実施するためには、
応急措置は市（区）による実施が最適である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

本質的に未執行が望ましいものであり、単純に費用対効果を問うべき事業で
はない。

左記として判断した根拠

執行に当たっては、民間への全部委託となる。

　事務改善

予算上は必要最低限のレベルであるが、非常事態に備えた応急対策であ
る。

風水害等による被害発生時に、応急的に対応するもの

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ク

安全、安心で快適な区民生活を確保することは、区民満足度の向上に効果
がある。

左記として判断した根拠

交通安全施設の不具合の交換等について、民間に委託済である。

　事務改善

交通安全施設（道路照明灯・カーブミラー等）の修繕

安全、安心で快適な区民生活を確保するため市民に必要な事業であるた
め。

左記として判断した根拠

市が設置した公共設備である街路灯の維持管理をすることは、市の関与は
妥当であるため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

浦和区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

交通安全施設維持管理事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令 交通安全対策基本法

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03805001 － 014

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

道路照明灯・道路反射鏡等の修繕を区が実施しているため。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容 区民が安全に、安心して暮らしていく上で、交通安全施設の修繕は重要であり、継続していかなければならない。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（　　　平成１３　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

公衆便所の維持管理業務は区が実施しているため。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容 衛生環境保持のため、今後も維持管理業務を継続する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

管理上、衛生環境が保たれている。

左記として判断した根拠

修繕等の業務はすでに委託済み。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

市民が快適に公衆便所が利用できるよう維持管理をする。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

浦和区まちづくり推進事業

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男

コード 03805001 － 015
公衆便所の管理業務

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

市民がいつでも安心して利用できる施設にする必要があるため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

市の公共施設であるため。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ オ

迅速な対応が安心安全を確保している。

左記として判断した根拠

人の生命危険を及ぼす可能性のあるスズメバチ等は、民間の専門知識と熟
練した技術が必要なため

　事務改善

他市ではほとんどが全部委託、紹介となっているが、本市では直営で迅速な
対応を実践している。

スズメバチ等、巣の駆除を行う。

市民の不安を取り除くため、必要な事業である。

左記として判断した根拠

民間業者でも実施している。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　平成１３　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

浦和区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

衛生害虫駆除等業務（スズメバチ等駆除業務）

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03805001 － 016

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

スズメバチ等の駆除は、特定区（浦和・大宮・岩槻）が実施している。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容 費用対効果、安全性の観点を踏まえ、実施方法・受益者負担を検討する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容 区民の安全で住みよい生活環境を維持するため、パトロール強化を図りながら継続する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

区において、道路等の不具合箇所の緊急修繕を実施している。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03805001 － 017

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

浦和区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

土木緊急修繕業務

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

区民の安全確保並びに住みよい環境にするため。

左記として判断した根拠

市が整備した道路の修繕を実施するため。

5.その他（　一部直営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.補助金

　　有

⇒ ク

道路等の破損箇所を速やかに対処し、良好な状態にしていることは、区民満
足度の向上に効果がある。

左記として判断した根拠

一部民間委託済みである。

　事務改善

道路等緊急の修繕

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

⇒
　終　了

　継　続

カ

平成１３年５月１日以後（　　　　１５　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

本事業について、南区と合同で事業を実施している。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

左記として判断した根拠

点検後の
方向性

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

見直し内容
子どもを交通事故から守り、交通事故のない安全で安心な街づくりを推進していくため、警察・学校・地域住民との連携を深めながら市
内全域に展開していくべきである。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

児童生徒の安全を確保し、区民生活が安全で安心して暮らせるため、目に見
えない効果がでている。

左記として判断した根拠

ホームページの作成、ヒヤリハットマップの印刷について、民間に委託を実施
している。

事業概要

　　有 　　無・特定財源

浦和区まちづくり推進事業

048-829-6010責任者 問い合わせ先森田敏男

コード 03805001 － 018
交通安全啓発事業（夢の翼セーフテイプロジェクト）

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 浦和区役所区民生活部総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

児童生徒の交通安全意識の向上及び交通安全モラルの向上が図られる。交
通事故再発防止に繋がる。

5.その他（PTA等による現場診断　　　　　　　　）

子供を交通事故から守ろうを目的に交通安全意識の向上と交通事故防止を目指す。①　児童生徒が交通安全の願いを込めて書い
たメッセージ付き折り鶴を駅頭で配布する。②　ヒヤリハットマップを作成すると共に、交通安全対策の充実を図る。
③　交通事故マップについてホームページで閲覧できるようにする。

1.全部直営 2.一部委託

有効性

根拠

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

事業開始年度

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

学校、地域及び行政等の協働により、交通事故のない安全で安心なまちづく
りを推進することは妥当である。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

本事業における、交通事故マップのホームページ公開について、全国的にも
例がない事業であり、メッセージ付き折り鶴の配布についても他市に比べて
水準を超えている。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）

18



19

※　この事業は、直接的な予算を伴わない事業のため、総点検表（様式２）の作成は
　していません。

事業名：窓口申請パッケージ工房事業（通番１９）



20

※　この事業は、直接的な予算を伴わない事業のため、総点検表（様式２）の作成は
　していません。

事業名：「しあわせ共感メール」事業（「きらめきメール」を参考にした取組）（通番２０）



21

※　この事業は、直接的な予算を伴わない事業のため、総点検表（様式２）の作成は
　していません。

事業名：空き地の適正管理（雑草除去）事業（通番２１）



22

※　この事業は、直接的な予算を伴わない事業のため、総点検表（様式２）の作成は
　していません。

事業名：放置車両対策業務（通番２２）



23

※　この事業は、直接的な予算を伴わない事業のため、総点検表（様式２）の作成は
　していません。

事業名：災害時消毒業務（通番２３）



24

※　この事業は、直接的な予算を伴わない事業のため、総点検表（様式２）の作成は
　していません。

事業名：狂犬病予防注射（通番２４）



25

※　この事業は、直接的な予算を伴わない事業のため、総点検表（様式２）の作成は
　していません。

事業名：大原臨時グラウンド申し込み受付（通番２５）


